
提

出

者

加

藤

�

一

平
成
十
四
年
七
月
十
二
日
提
出

質

問

第

一

三

三

号

タ
ケ
ノ
コ
医
者
の
派
遣
に
関
す
る
質
問
主
意
書
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タ
ケ
ノ
コ
医
者
の
派
遣
に
関
す
る
質
問
主
意
書

小
泉
内
閣
メ
ー
ル
マ
ガ
ジ
ン
第
二
号
の
「
私
が
タ
ケ
ノ
コ
医
者
で
あ
っ
た
こ
ろ
（
坂
口
厚
生
労
働
大
臣
）
」
と
題
す
る
記
事

の
中
に
以
下
の
記
述
が
あ
る
。

「
私
が
大
学
院
の
在
学
中
で
、
衛
生
学
を
学
び
な
が
ら
一
方
で
小
児
科
臨
床
を
一
年
半
ば
か
り
研
鑽
し
た
あ
る
日
、
上
司
の

助
教
授
に
呼
ば
れ
た
。

「
宮
川
村
は
三
重
県
一
の
短
命
村
、
そ
の
調
査
に
一
年
ば
か
り
行
っ
て
は
ど
う
か
。
」
行
っ
て
は
ど
う
か
、
は
「
行
っ
て
き

た
ま
え
」
の
命
令
に
等
し
い
。

平
均
寿
命
三
五
歳
の
短
命
村
へ
、
結
婚
間
も
な
い
私
で
し
た
が
、
妻
を
残
し
た
ま
ま
、
赴
任
し
た
。

調
査
と
は
名
ば
か
り
、
宮
川
村
の
一
番
奥
に
旧
大
杉
谷
地
区
が
あ
り
、
約
千
名
の
人
口
に
一
カ
所
の
診
療
所
が
あ
っ
た
。
そ

の
診
療
を
行
い
な
が
ら
、
短
命
の
調
査
研
究
を
や
れ
と
い
う
の
だ
。
」

こ
こ
に
あ
る
坂
口
厚
生
労
働
大
臣
の
派
遣
は
、
職
業
安
定
法
第
四
条
第
六
項
の
「
労
働
者
供
給
」
に
該
当
す
る
か
。

右
質
問
す
る
。


